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市民後見ひょうご 

成年後見制度の利用 

 
１ 成年後見制度とは 
・（旧制度）禁治産・準禁治産制度（旧憲法下で家の財産を護る制度とされる） 
・平成 12 年 4 月から成年後見制度（介護保険制度と同時に） 
(1) 法定後見（家庭裁判所で手続） 

成年後見：（選挙権なし、日常の買い物ができる能力なし）  認知症等が重度 
保佐：（国家資格等の制限あり、買い物の能力あり）     認知症等が中度 
補助：（国家資格制限なし、契約能力あり）         認知症等が軽度 

 (2) 任意後見（公証役場で手続）               判断能力あり 
・認知症の判断 
第一段階：かかり付け医（内科医）の診断書（ほとんどの場合）、第二段階：鑑定書 

 
【健康な人】                           見守り③ 
判断能力の発達     脳に障がいの無い人判断能力         病気 

  見守

り①

0 歳         20 歳                   80 歳位 

 
【認知症の人】 

             脳の病気（認知症）による能力低下 

  見守

り②

    見守り③

0 歳        20 歳             70 歳位 

 
２ 病気・認知症の人の支援 
① 加齢による記憶力等の能力の低下：見守りが必要 
② 脳の病気等による記憶・判断・計算・思考の能力の低下：日常生活の支援が必要 
③ 認知症等の発症（判断・記憶の能力の著しい低下）：成年後見人等の支援が必要 

 
３ 成年後見制度の効力 
・成年後見人等が同意しないと契約が確定しません。（同意権を保留しておきます。） 
（契約は有効だが、取消できる状態 ⇒ 取消権の実行 ⇒ 無かったことになる） 
・任意後見契約制度には、法定後見（成年後見・保佐・補助）の同意権・取消権はあ

りません。代理権のみ（悪徳業者等との契約でも取り消しできない。） 

  



不安や心配事を抱える高齢者の生活と権利を支える 

 
１ 見守りの支援 
（１）生活見守り 
   認知症等の不安や心配に対する相談と助言、成年後見制度活用の支援など 

 
（２）介護・医療のサービス等の利用支援 

生活に必要な介護サービスや医療サービスの利用などの相談と助言など 

 
（３）金銭の管理 
   生活に必要な金銭を管理し、公共料金や家賃等の費用の支払の代理・代行など 

 
（４）通帳や書類の保管 
   通帳、印鑑、年金証書等の保管など 

 
２ 支援の理由と方法等 
（１）頼れる家族がいるのだが頼りたくない、遠方・海外などの場合 
   頼れる家族にも生活があり、費用や迷惑をかけない方法を考えます。 

遠距離介護や支援には、時間と費用が必要で、緊急の対応を考えます。 

 
（２）財産や資産がない、年金等の収入も多くない場合 
   弁護士、司法書士等への報酬額は高額になります。 
   市民後見ひょうごは、ＮＰＯであり報酬を目的としていません。 

 
（３）親族後見（子・孫等の家族による成年後見等）の場合 

親族の方（財産管理）と市民後見ひょうご（生活の支援）の後見もできます。 
市民後見ひょうごが関わり、親族後見人の役割や責任、負担が軽くなります。 
複数の支援者が関わることで、手間や時間の負担を分担、分散できます。 

 
３ 手続 
（１）見守安心契約 
   ご本人と市民後見ひょうごが契約を交わします。 

 
（２）任意後見 
   公証役場で、ご本人と市民後見ひょうごが任意後見契約を交わします。 

 
（３）法定後見 
   ご本人（ご家族）が、家庭裁判所に成年後見の申立（成年後見人等の候補者：市

民後見ひょうご）をします。 


